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詳しくはHPにてご確認ください

対象者
申請期間
申請方法

小中学校に就学している児童生徒の保護者

4月7日（火）～5月31日（日）

西原町教育委員会または各学校に申請してください。
※オンライン申請の場合は窓口への提出は不要です。

教育総務課 学務係　TEL：098-945-5039

令和8年度 就学援助のお知らせ

お問い合わせ：西原町教育委員会

　「20歳以上60歳未満で国民年金の第1号被保険者」また
は「60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入者」で、年間
60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
　詳細は農業者年金のホームページをご覧ください。

お問い合わせ：西原町農業委員会　  TEL：098-945-5281
JAおきなわ西原支店  TEL：098-945-5225

農業者年金について

詳細はこちら

　西原町では、カスタマーハラスメント等から職員を守り、行政サービスのさらなる向上を目指し、カスタマーハ
ラスメント発生時に毅然とした態度で組織的に適切かつ迅速に対応できるよう、西原町としての定義や対応例
などを定めた「西原町カスタマーハラスメント等に対する基本方針」を策定しましたのでお知らせします。
お問い合わせ：総務課 職員係　TEL：098-945-5011

西原町カスタマーハラスメント等に対する基本方針

詳細はこちら

　縦覧できる方は、西原町内に所有する土地や家屋にかかる固定資
産税の納税者または代理人です。納税者の場合は、運転免許証等本
人であると確認できるものを、代理人の場合は、納税者からの委任
状と運転免許証等代理人であると確認できるものをご持参ください。

お問い合わせ：税務課 資産税係　TEL：098-945-4729

令和8年度 土地家屋価格等縦覧帳簿縦覧のお知らせ

縦覧期間 4月1日(水)～4月30日(木)(土日､祝日を除く)
午前8時30分～午後5時15分まで
(正午～午後1時を除く)

縦覧場所 税務課

Water Safety
Guide 事故多発マップ

・ライフジャケットの着用
・こどもだけで海へは行かせない
・連絡手段の確保

海上保安庁からのお願い

海のもしもは
118番

西原町へ貴重なご寄附をいただき、誠にありがとうございます。今後の事業に活用させていただきます。
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ホクセイプロダクツ株式会社 代表取締役 玉城 幸人

東洋コンクリート株式会社 代表取締役社長 伊集 朝章

西原町まち・ひと・しごと創生推進事業使い道 西原町まち・ひと・しごと創生推進事業使い道
株式会社沖縄計測代表取締役 冨田 昇太郎

愛のおくりもの

会社HP 会社HP
贈呈品
防犯カメラ

とみた しょうたろう たまき

いじゅ ともあき

ゆきと

平和・教育・文化・スポーツ振興の充実に関する事業使い道
500,000円寄附金額

会社HP

令和7年度 ＯＷＮＤＡＹＳによる小学生メガネ無償提供の実績について
オンデーズ

　この事業はこどもの視力低下が学習の遅れの要因となることを防止するべく、こどもの豊かな学習環境を整備することを
目的としており、令和7年度は町立小学校123人の児童に対して眼鏡の無償提供がありました。
　令和8年度も実施予定となっておりますので、今回無償提供を受けられなかった対象児童の方は、令和8年度に無償提供に
て眼鏡を制作し、学習及び日常生活にご活用ください。
　令和8年度の詳しい内容につきましては、確定しましたらホームページ等にて周知させていただきます。

　無償提供人数：123人 （株式会社ＯＷＮＤＡＹＳ サンエー西原シティ店にて）

※対象児童とは、町立の小学校で実施する視力検査においてＣ判定（視力が0.6～0.3）または
　Ｄ判定（視力が0.3未満）と判定を受けた児童。

無償提供実績

お問い合わせ：教育総務課 学務係　TEL：098-945-5039

　西原町では、株式会社ＯＷＮＤＡＹＳと連携し、「小学生学業支援プロジェクト」と題し、令和７年度は西原町立
小学校に在籍する児童を対象に『メガネ』の無償提供を行いました。

サッカーJリーグ FC琉球の試合にご招待します。

お問い合わせ：
FC琉球公式ホームページの「お問い合わせフォーム」
よりお問い合わせください。

西原町民 無料招待DAY！

日時 4月25日(土) 午後7時 キックオフ
場所

申込先はこちら

対戦
沖縄県総合運動公園陸上競技場

VS
大分トリニータFC琉球OKINAWA

　経済センサスｰ活動調査は全国のすべての事業所・企業が対象になります。
調査結果は国や地方公共団体の行政施策の立案や民間企業の経営計画の
策定などに活用されています。支所を有さない比較的小規模な事業所や個
人経営の事業所へは、４月にインターネット回答用の調査書類が郵送されま
すので、ご回答をお願いします。インターネット未回答の事業所や新たに把

詳細はこちら

令和8年経済センサスｰ活動調査にご協力ください

お問い合わせ：企画財政課 統計係　TEL：098-945-4533

握した事業所には、５月に都道府県知事が任命する調査
員がお伺いして紙の調査票を配布しますので、調査への
ご協力をお願いします。
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